
令和６年度大津市企業局入札・契約制度の概要 

令和 6 年（2024）年 4 月 2日 

はじめに 

大津市企業局では、入札・契約過程の公正性、経済性、履行の確実性及び透明性を高め、さらな

る競争性の確保・向上を図るとともに、事務の効率化等を目指して入札・契約制度の改正を行って

きました。 

 以下、令和 6 年度の改正内容や制度の概要等を下記のとおりお知らせします。 

 

1.令和 6年度制度等の主な改正の概要について 

(1)開発区域内のガス管布設工事にかかる入札方式について  

令和６年度から、開発区域内のガス管布設工事の一部について、随意契約を導入します。 

①開発区域内(申請地内)のガス管布設工事について、水道承認工事と共同でガス管を布設する工

事は、随意契約とする。 

②開発区域内（申請地内）において、単独でガス管を布設する工事（埋設場所が離れている場合

や、水道工事の施工業者が大津市のガス指定工事店でない場合など）は、現行通り一般競争入

札とする。 

③開発区域外(申請地外)のガス管及び水道管布設工事については、現行どおり一般競争入札とす

る。 

④対象案件は令和６年４月 1 日以降に、水道ガス整備課が発注する工事からとする。 

 

2.大津市企業局への競争入札（見積提出）の参加について 

建設工事等の入札に参加しようとする者は、それぞれの案件に対応して大津市に建設工事入札

参加申請書、測量及び建設コンサルタント等入札参加申請書、物品供給等入札参加申請書、委託

業務入札参加申請書を提出し、承認を得ていることが入札（見積提出）参加条件となります。（特

殊性のあるものは大津市への申請に加え、企業局へも申請書の提出が必要です。） 

また、下記に記載の条件のほか、一般競争入札公告や募集案内等に記載の条件を満たしている

ことが必要です。 

(1) 県・市の入札参加資格審査申請の受付及び審査の一部の共同化及び企業局の管工事等への入札

参加資格申請手続きについて 

① 県・市の入札参加資格審査申請の受付及び審査の一部の共同化 

令和 4 年 4 月 1 日（5 年度向け）から、建設工事、測量及び建設コンサルタント等の入札参

加資格審査申請の受付及び一部を、滋賀県と滋賀県内各市町で共同化しています。 

ア 申請の電子化 … インターネットによる電子申請 

イ 基準日の変更 … 審査基準日は直前決算日 

ウ 申請期間の変更 … 4 月 1 日～12 月下旬 

エ その他 … 令和 4 年 4 月からの受付及び審査の改正に伴い、書類の提出先や参加要件

の統一化など、手続き方法が変わっています。詳細は、滋賀県ホームページ

「滋賀県市町工事等入札参加資格審査申請受付・審査の共同化について」を

ご覧ください。 

  ② 企業局の管工事等への入札参加資格申請手続きについて 

   大津市企業局が発注する管布設工事、建設コンサルタント（上水道、下水道）の入札参加

を希望する場合、大津市への申請に加えて、企業局にも別途参加資格確認申請の提出を求め



ています。 

指定の時期（12 月から 1 月予定）に、同申請の提出が必要です。毎年 12 月上旬に大津市

企業局のホームページで告知する予定をしています。 

(2)入札参加遵守事項等 

① 入札者は、建設業法等の関係法令及び大津市企業局会計規程などを遵守し、これらの規則

等に抵触する行為、その他の不正行為を行ってはいけません。 

② 入札者は、入札にあたって競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思

についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を決定してください。 

③ 入札者は、落札者の決定前に他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはいけませ

ん。 

④ 入札参加に際し、指定した日時に遅れた場合は、特別な理由で入札執行が遅れる場合を除

き棄権（欠席）とみなすので、時間を厳守してください。 

⑤ 談合情報等により公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは入札を延期

又は中止します。また、入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合（不適正な

入札であると判断される場合を含む。）は、その入札の全部を無効とします。 

 

(3)入札参加資格等 

競争入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たした者とします。 

① 地方自治法施行令施行令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しない者であること。 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがされている者

（更生手続 開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づく再生手続開始の申立てがされている者（再生手続開始の決定を受けている者

を除く。）でないこと。 

③ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会

社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特別清算開始の申立てがされている者でないこと。 

④ 大津市企業局建設工事等指名業者及び指名停止基準、大津市物品供給等指名業者及び指名

停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。 

⑤ 本入札に参加する他の入札参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない者で

あること。ただし、イ(ア)にあっては、会社等（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１

２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が更生会社（会社

更生法第２条第７項に規定する更生会社をいう。）又は民事再生法第２条第４号に規定する

再生手続が存続中の会社等である場合を除く。 

ア 資本関係 

(ア) 親会社等（会社法第２条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）と子会社

等（同条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合 

(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

(ウ) (ア)又は(イ)と同視し得る関係にあると認められる場合 

イ 人的関係 

(ア) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次

に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

ａ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

(ａ) 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員



である取締役 

(ｂ) 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

(ｃ) 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

(ｄ) 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執

行しないこととされている取締役 

ｂ 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ｃ 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社の社員（同法第５９０条第１項に規定す

る定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除

く。） 

ｄ 組合の理事 

ｅ その他業務を執行する者であって、ａからｄまでに掲げる者に準ずるもの 

(イ) 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第

６４条第２項の規定により選任された管財人（以下「管財人」という。）を現に兼ねてい

る場合 

(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

(エ) (ア)から(ウ)までと同視し得る関係にあると認められる場合 

⑥ 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

ア 役員等（個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人であ

る場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質

的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認めら

れるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められ

るとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 

カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 

 

3.発注見通しに関する事項の公表 

建設工事と建設工事に係る委託業務について、当該年度に発注することが見込まれるものを対

象に毎年度 4 月 1 日以後に発注見通しを公表しています。なお、建設工事は 1 件の予定価格が 250

万円以上、建設工事に係る委託業務は 1 件の予定価格が 100 万円以上のものを対象としています。 

また、7 月、10 月、1 月の 3 回、年度当初に公表した発注見通しに追加又は変更があれば、そ

れらを公表しています。 

 



 

4.入札方式について 

 

《建設工事、建設工事に係る委託業務》 

入札方式 対象案件 

一般競争入札 

① 10 億円以上の工事 

② 内容に特殊性があり、指名競争入札に拠りがたい工事（委託） 

【建設工事】予定価格が 130万円を超えるもので以下の案件 

『開発事業に係る給配水施設工事（自主施工）と同事業地域内で施工するガス管布設工

事』のうち、水道工事と共同施工でないもの。 

『開発事業地域外で施工する供給申請に伴うガス本支管布設工事』 

『配水管未整備地域に対する給水申請に伴う配水管布設工事』 

『特殊性のあるもの（市内業者において施工が困難であると判断される工事）で、土木・

建築・電気・電気通信工事のうち実績、技術者等の入札参加要件を付すもの』 

『上水道、下水道施設に係る水処理機械設備工事』 

『鋼管溶接を伴う、ガス管布設工事、整圧器設置工事、鋼管用バルブ設置工事』 

『水道管橋梁添架工事』 

『下水道管渠更生工事』 

【測量・建設コンサルタント等】予定価格が 50 万円を超えるもので以下の案件 

 『建設コンサルタント（上水道及び工業用水道）』『建設コンサルタント（下水道）』の 

うち業務区分が「高難度」または「高度」のもの 

 『地質調査』 

『特殊性があり実績等入札参加要件を付すため入札参加申請書により業者が限定できな

いもの』 

【建築士事務所】予定価格が 1,000 万円以上のもの 

  ※本市の指名願に建築士事務所を希望業種としているものを対象 

受注希望型指

名競争入札 

【建設工事】予定価格が 130万円を超え 10 億円未満のもの 

『受注希望型指名競争入札発注基準に定める業種』 

【測量・建設コンサルタント等】予定価格が 50 万円を超えるもので以下の案件 

 『建設コンサルタント（上水道及び工業用水道）』『建設コンサルタント（下水道）』のう

ち業務区分が「普通」のもの 

【建築士事務所】予定価格が 1,000 万円未満のもの 

指名競争入札 

【建設工事】 

『前記以外のもの』 

【測量・建設コンサルタント等】 

『測量』、『建設コンサルタントで一般競争入札又は受注希望型指名競争入札以外のもの』等 

 

 

 

 

 

 



 

《物品調達・役務契約》 

入札方式 対象案件 

一般競争入札 

【物品】予定価格が 80 万円を超えるもので以下の案件 

『化学薬品・工業原料』 

『理化学機器・測量機器』 

『機械器具部品・金工製品』 

『水道機器類・ガス機器類（水道、ガスともメーターを除く）』 

『事務機器・ＯＡ機器』 

『安全・保安機材・消防・防災関係機材』 

『自動車販売』 

『衣料品・寝具・帽子・鞄・テント』 

【役務】予定価格が 50 万円を超えるもので以下の案件 

『特殊性があり実績等入札参加要件を付すため入札参加申請書により業者が限定でき

ないもの』 

指名競争入札 
上記以外の物品調達・役務契約 

【物品】予定価格が 80 万円を超えるもの  【役務】予定価格が 50 万円を超えるもの 

※案件によっては発注内容により入札方式を変更する場合がありますので、随時、大津市企業局ホーム

ページ等で入札情報の確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.入札方法等について 

 

項目 内容 

入
札
方
法
等 

 

一般競争入札 

【公告方法：公告の日は、原則、月曜日と水曜日】 

《建設工事、建設工事に係る委託業務》 

・電子入札システム（入札情報公開システム）、大津市企業局企業総務部契

約管財課での閲覧 

・業界新聞への掲載 

《物品調達・役務契約》 

・大津市企業局ホームページ、大津市企業局企業総務部契約管財課での閲覧 

・業界新聞への掲載 

【方法】 

《建設工事、建設工事に係る委託業務》 

・原則、事前申請（審査）型の電子入札システム 

《物品調達・役務契約》 

・原則、事前申請（審査）型の郵便入札 

受注希望型 

指名競争入札 

《建設工事、建設

工事に係る委託業

務のみ》 

【受注希望型募集案内：公表の日は、原則として水曜日。指名通知は随時】 

・電子入札システム（入札情報公開システム）、大津市企業局企業総務部契

約管財課での閲覧 

・業界新聞への掲載 

【指名通知方法】 

《建設工事、建設工事に係る委託業務》 

・電子入札システム 

《物品調達・役務契約》 

・メール、電話、ファックスによる連絡（通知書は、原則、郵送又は手渡し） 

【方法】 

《建設工事、建設工事に係る委託業務》 

・電子入札システム 

《物品調達・役務契約》 

・ 原則、事前申請（審査）型の郵便入札 

指名競争入札 

 

 

6.予定価格と最低制限価格制度 

(1) 予定価格の公表 

大津市企業局では、入札案件となる建設工事、工事に係る委託業務及び役務契約における予定

価格を令和 2 年 6 月から事後公表としています。 

なお、物品調達においては、非公表としています。 

(2) 最低制限価格の公表 

ダンピング受注等を防止する目的から、地方自治法施行令第 167 条の 10 第 2 項の規定に基づ

き、あらかじめ設けられた最低制限価格を下回った価格をもって入札した者を落札者としない制

度を、建設工事と工事に係る委託業務（設定がある場合）において適用しています。 



大津市企業局では、入札案件となる建設工事、工事に係る委託業務及び役務契約における最低

制限価格格を令和 2 年 6 月から事後公表としています。 

なお、物品調達においては、設定していません。 

 

 

7.発注基準（建設工事） 

 

(1) 経営事項審査に関する基準 

① 一般競争入札 

過去の発注基準等を比較・検討し、その都度決定します。 

② 受注希望型指名競争入札発注基準 

〔水道、ガス管布設工事に関するもの〕 

入札参加業種 許可建設業の種類 
適用設計金額 

（単位：千円） 

総合評定値 

特定許可 一般許可 

水道管布設工事 
水道施設工事 

かつ管工事 

80,000～1,000,000 未満 
730～ 

― 

15,000～80,000 未満 730～ 

1,300～15,000 未満 ～729 

ガス管布設工事 
土木一式工事 

かつ管工事 

80,000～1,000,000 未満 
730～ 

― 

15,000～80,000 未満 730～ 

1,300～15,000 未満 ～729 

共同（水道 

及びガス） 

管布設工事 

土木一式工事、水道

施設工事かつ管工事 

80,000～1,000,000 未満 
730～ 

― 

15,000～80,000 未満 730～ 

1,300～15,000 未満 ～729 

※水道、ガス管布設工事（水道管橋梁添架工事、ガス鋼管工事、給排水工事等を除く）の

入札に参加しようとするものは、大津市への入札参加申請書の提出に加え、大津市企業

局へも管布設工事入札参加資格確認申請書を提出していることが条件です。 

※特定許可については、水道管布設工事は水道施設工事、ガス管布設工事は土木一式工事、

共同（水道及びガス）管布設工事は水道施設工事かつ土木一式工事の特定許可を保有す

る者を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〔土木一式工事等に関するもの〕 

入札参加業種 許可建設工事の種類 
適用設計金額 

（単位：千円） 

総合評定値 

特定許可 一般許可 

土木一式工事 土木一式工事 

100,000～1,000,000 未満 900～ ― 

45,000～100,000 未満 800～899 ― 

30,000～45,000 未満 760～799 760～ 

20,000～30,000 未満 710～759 

12,000～20,000 未満 670～709 

8,000～12,000 未満 630～669 

4,000～8,000 未満 585～629 

1,300～4,000 未満 ～584 

建築一式工事 建築一式工事 

70,000～1,000,000 未満 800～ ― 

15,000～70,000 未満 635～799 
― 

635～ 

1,300～15,000 未満 ～634 

ほ装工事 ほ装工事 

45,000～100,000 未満 
815～ 

― 

10,000～45,000 未満 815～ 

5,000～10,000 未満 630～814 

1,300～5,000 未満 ～629 

電気設備工事 電気工事 

45,000～1,000,000 未満 
765～ 

― 

10,000～45,000 未満 765～ 

1,300～10,000 未満 ～764 

給排水冷暖房工事 管工事 

45,000～1,000,000 未満 
780～ 

― 

20,000～45,000 未満 780～ 

1,300～20,000 未満 ～779 

造園工事 造園工事 
10,000～45,000 未満 700～ 

1,300～10,000 未満 ～699 

解体工事 解体工事 
10,000～45,000 未満 550～ 

1,300～10,000 未満 指定なし 

防水工事 

塗装工事 

交通安全施設工事 

など 

案件に応じて 

別途指定する 
1,300～500,000 未満 

案件に応じて 

別途指定する 

※上記に加えて、下記の条件が必要となります。 

1．経営規模等評価における完成工事高の 2 年平均又は 3 年平均が 3,000 千円以上ある

こと 

2．営業年度の直前 15 年間において同種工事の施工実績を有しており、建設工事入札参

加申請書に添付した工事経歴書に記載されていること 

 



〔受注希望型指名競争入札大規模工事発注基準（市長部局と同様）〕 

入札参加業種 
適用設計金額 

（単位：千円） 

業者区分別総合評定値基準 

市内業者 
市外業者〔県内〕 

（本社が滋賀県内） 

市外業者〔県外〕 

（本社が滋賀県外） 

土木一式工事 
800,000～1,000,000 未満 

900～ 
1,000～ 1,200～ 

100,000～800,000 未満 ― ― 

建築一式工事 
800,000～1,000,000 未満 

800～ 
1,000～ 1,200～ 

100,000～800,000 未満 ― ― 

ほ装工事 
100,000～           

原則として、案件に応じて個別に条件を定めた 

制限付一般競争入札とする。 

45,000～100,000 未満 815～ ― ― 

電気設備工事 
150,000～1,000,000 未満 

765～ 
800～ 900～ 

45,000～150,000 未満 ― ― 

給排水 

冷暖房工事 

150,000～1,000,000 未満 
780～ 

850～ 900～ 

45,000～150,000 未満 ― ― 

※上記に加えて、下記の条件が必要となります。 

1. 対象となる工事に係る建設業許可において、特定建設業の許可を有していること 

2. 大津市内に営業所（参加業種に対応する建設業法の許可を受けた事業所及び営業所に限る）

を有すること 

3. 営業年度の直前 15 年間において同種工事の施工実績を有しており、建設工事入札参加申請

書に添付した工事経歴書に記載されていること 

 

(2) 実績に関する基準 

一般競争入札 

区分 予定価格 基準 

建設工事 

2,500 万円未満 
当該建設工事と同種の元請実績 

（実績に係る請負金額が 130 万円以上のもの） 

2,500 万円以上 5,000 万円未満 
当該建設工事と同種の元請実績 

（実績に係る請負金額が 500 万円以上のもの） 

5,000 万円以上 1 億円未満 
当該建設工事と同種の元請実績 

（実績に係る請負金額が 2,500 万円以上のもの） 

1 億円以上 2 億円未満 
当該建設工事と同種の元請実績 

（実績に係る請負金額が 5,000 万円以上のもの） 

2 億円以上 
当該建設工事と同種の元請実績 

（実績に係る請負金額が 1 億円以上のもの） 

1. 施工実績は指定する期間において、既に完成し、引渡しが完了している工事に限ります。

なお、実績基準については、案件により変更する場合があります。 

2. 施工実績の確認方法は、契約書（写し、仕様書等含む）の提出で行いますが、この工事

実績が（財）日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（CORINS）に登録さ

れている場合には、契約書の提出は不要とし、その登録が確認できる書類を提出してく

ださい。 



3. 施工実績要件は最大 15 年の範囲内で設定します。 

 

 

8.発注基準（建設コンサルタント） 

 

(1) 上水道及び工業用水道部門 

入札 

方式 

業務 

区分 
業務内容の例示 配置技術者資格 

市内業者 

総合数値 

市外業者 

総合数値 

一 

般 

競 

争 

入 

札 

高
難
度 

・浄水場の設計 

・配水池（大容量）の設計 

・ポンプ場の設計 

・中央監視制御設備の設計 

・施設の耐震診断に係る設計 

・根幹的な基本計画及び整備計画策定 

・許認可を伴う事業計画に係る設計 

等 

管理技術者 

技術士 

（部門指定） 

照査技術者 

技術士・技術管理者・ 

RCCM のうちいずれか 

（部門指定） 

170～ 

【実績】 

250～ 

【実績】 

170～ 250～ 

高
度 

・配水池（小容量）の設計 

・簡易なポンプ場の設計 

・施設の一部に係る電気、機械設備設計 

・添架管を含む送、配水管の設計 

・推進工法を含む送、配水管の設計 

等 

管理技術者 

技術士・技術管理者・ 

RCCM のうちいずれか 

（部門指定） 

照査技術者 

技術士・技術管理者・ 

RCCM のうちいずれか 

（部門指定） 

170～ 

【実績】 

250～ 

【実績】 

150～ 
200 

～249 

受
注
希
望
型
指
名
競
争
入
札 

普
通 

・開削工法による送、配水管の設計 

・簡易な添架管を含む送、配水管の設計 

・簡易な推進工法を含む送、配水管の 

設計 

等 

170～ 

【実績】 

250～ 

【実績】 

150～ 

200 

～249 

170 

～199 

1. 発注する区分は、設計金額によるものとします。 

2. 総合数値は、本市が通知した入札参加資格確認書の数値が対象となります。 

3. 管理技術者又は照査技術者の部門指定は、国土交通省の建設コンサルタント登録規程の上水道及び

工業用水道部門とします。 

4. 管理技術者と照査技術者は兼ねることはできません。 

5. 特に実績を必要とするものについては、同種の業務実績を有することを入札参加条件に追加する

場合があります。 

6. 上表の業務内容は標準的な提示であり、設計条件等に応じて業務区分を変更する場合があります。 

 

 

 



(2) 下水道部門 

入札

方式 

業務 

区分 
業務内容の例示 配置技術者資格 市内業者 市外業者 

一 

般 

競 

争 

入 

札 

高
難
度 

・処理場の設計 

・ポンプ場の設計 

・雨水吐室の設計 

・処理場に直接流入する

幹線管渠の設計 

・施設の耐震化に係る調

査、診断、設計 

・根幹的な基本計画及び

事業計画策定 

等 

管理技術者 

技術士 

（部門指定） 

照査技術者 

技術士・ 

技術管理者・ 

RCCM のうち 

いずれか 

（部門指定） 

市内に本社を

有し､登録規程

の資格を有し､

かつ､同種の官

公庁元請の実

績を有するも

の 

入札参加申請において当該業務を第1ま

たは第 2 希望として登録し､同申請に添

付した現況報告書の直近2年平均完成業

務高が5億円以上であり､かつ､同種の官

公庁元請の実績を有するもの 

入札参加申請において当該業務を第1ま

たは第 2 希望として登録し､同申請に添

付した現況報告書の直近2年平均完成業

務高が5億円未満であり､かつ､同種の官

公庁元請の実績を有するもの 

ただし､同完成業務高が市内営業所を有

するものは 7,000 万円以上､市内営業所

を有しないものは 1億 5,000万円以上の

もの 

高
度 

・推進工法を伴う設計 

・特殊な工法を伴う設計 

・簡易なポンプ場の設計 

・施設の一部に係る電気、

機械設備設計  等 

管理技術者 

技術士・ 

技術管理者・ 

RCCMのうち 

いずれか 

(部門指定） 

照査技術者 

技術士・ 

技術管理者・ 

RCCMのうち 

いずれか 

(部門指定） 

市内に本社を

有し､登録規程

の資格を有す

るもの 

入札参加申請において当該業務を第1ま

たは第 2 希望として登録し､市内に営業

所を有し､かつ､同申請に添付した現況

報告書の直近 2 年平均完成業務高が

7,000 万円以上のもの 

受
注
希
望
型
指
名
競
争
入
札 

普
通 

・開削設計、その他一般

的な工法による設計 

等 

  

 市内に本社を

有し､登録規程

の資格を有す

るか、又は、認

定を受けてい

るもの 

1. 発注する区分は、設計金額によるものとします。 

2. 登録規程の資格とは、国土交通省の建設コンサルタント登録規程の下水道部門をいいます。 

3. 管理技術者、照査技術者は、技術士、技術管理者、ＲＣＣＭのうちいずれか（部門指定）とします。 

4. 管理技術者又は照査技術者の部門指定は、国土交通省の建設コンサルタント登録規程の下水道部門と
します。 

5. 管理技術者と照査技術者は兼ねることはできません。 

6. 特に実績を必要とするものについては、同種の業務実績を有することを入札参加条件に追加する場合が
あります。 

7. 上表の業務内容は標準的な提示であり、設計条件等に応じて業務区分を変更する場合があります。 

 



 

9.建設工事の工事現場に配置すべき技術者等 

 より適正な施工体制の確保と建設業の健全な育成を図ることを目的に、建設工事毎に配置される現場代

理人、主任技術者及び監理技術者（以下「主任技術者等」という。）について下記のとおりとしています。 

現場代理人について 

現場代理人は、契約条項により工事現場に常駐（常駐とは、工事期間中特別の理由がある場合を除き常

に工事現場に滞在していることを意味するもので、発注者又は監督職員との連絡に支障をきたさないこと

を目的としたもの。）し、その運営、取締り等を行うこととしているため、他の工事現場の現場代理人、

主任技術者等のいずれも兼務することはできません。ただし、大津市と同じく代表者については現場代理

人の兼務が可能です。加えて、代表者は現場代理人だけでなく、他の工事の主任技術者を兼ねることも可

能とします。（請負金額が 4,000 万円（建築一式工事は 8,000 万円）以上の工事となる場合を除く。また、

施工内容に不備が生じた場合などは、現場代理人の兼務を解除し、もしくは以降の兼務を許可しないこと

があります）。また、同一及び隣接する工事現場の現場代理人と主任技術者等は主任技術者等の資格を有

していれば兼務することは可能です。なお、現場代理人の拘束期間は、実質上現場施工が完了した日まで

とし、他の契約案件に係る現場代理人になることができるのは、本市監督員が認めた日〔完工届検査願を

受理した日〕以降とします。 

主任技術者等について 

 工事現場には、建設業法第 26 条第 1 項に規定する主任技術者、又は同法同条第 2 項に規定する監理技

術者を配置する必要があります。主任技術者は工事現場における建設工事における施工計画の作成、工程

管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督を行います。ま

た、直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負

代金の総額が 4,500 万円以上（建築一式工事の場合は、7,000 万円以上）となる場合には、主任技術者に

代えて監理技術者を配置する必要があります。 

 主任技術者等については、請負金額が 4,000 万円（建築一式工事は 8,000 万円）以上の工事の場合専任

の技術者となるため、他の工事現場の現場代理人、主任技術者等を兼務することはできません。 

 なお、建設業法第 26 条第 3 項ただし書の規定を受ける監理技術者の専任義務の緩和については、次項

に記載のとおりとします。 

建築業法改正に伴う監理技術者の専任の緩和について 

  建設業法第 26 条第 3 項ただし書の規定を受ける監理技術者（以下「特例監理技術者」という。）につい

ては、監理技術者を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を専任で置いた場合には、同一の特

例監理技術者を配置できる工事を２件まで認めることが規定されています。 

 これに伴い大津市企業局の監理技術者の兼務の取り扱いを、以下のとおりとします。 

 なお、大津市企業局発注の工事のうち、特例監理技術者を配置できる工事については、特記仕様書に要

件を明記します。 

  ①特例監理技術者の配置が認められない工事 

   ・当初設計額（税込）が 2 億円以上の工事 

   ・24 時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持管理工事が対象となる場合 

   ・その他発注者が監理技術者の専任を要すると判断する工事 

  ②兼任を認める工事区域 

   ・大津市内の工事 

  ③兼任を認める工事件数 

   ・同一の特定監理技術者を配置できる工事の数は 2件まで 



  ※その他、留意事項、監理技術者補佐になり得る者の要件等の詳細は、大津市企業局のホームページに

掲載しています。 

継続雇用について 

 現場代理人、主任技術者等は、直接的かつ恒常的に雇用されていることが必要となります。 

 直接的とは、現場代理人、主任技術者等との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利

義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在することをいいます。恒常的とは、入札の申込みの

あった日以前に 3 か月以上【入札の申込みのあった日：一般競争入札＝入札公告の日、指名競争入札＝入

札執行日、随意契約＝見積提出日】にわたり勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されて

いることをいいます。 

 なお、派遣社員や在籍出向者を現場代理人、主任技術者等として配置はできません。また、雇用関係の

確認については現場代理人が主任技術者等を兼ねていない場合のみ行います（兼務の場合は、入札参加申

請書で確認済みのため不要）。「現場代理人・主任技術者等届」の提出時に直接的かつ恒常的な雇用関係を

確認できる書類（健康保険被保険者証、給与台帳の写し等）を提出してください。 

技術者の途中交代について 

 建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている現場代理人、

主任技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、

慎重かつ必要最小限とする必要があり、真にやむを得ない場合のみとします。 

 なお、発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、

交代前後における主任技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ

一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障が

ないと認められることが必要です。  

 

舗装工事における舗装施工管理技術者の配置について 

  舗装工事の施工品質の向上のため、受注者と直接雇用の関係にある 1 級又は 2 級の舗装施工管理技術

者を配置要件としています。 

※特記仕様書に記載された工種の現場作業時における舗装施工管理技術者の工事現場への専任を求め

ることとし、特記仕様書にも当該内容を明記し、契約条件としています。 

※配置する舗装施工管理技術者は、契約締結時に現場代理人及び主任技術者等届出書とともに、配置

する舗装施工管理技術者の資格証及び直接かつ継続雇用が確認できる書面（健康保険証等）を提出

してください。 

※舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面によりその期間を発注者に対し

明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができます。 

※舗装施工管理技術者の配置は現場代理人、主任技術者等との兼務を妨げるものではありません。 

 

10.入札の方法 

(1) 入札の実施 

入札は、公告に指定された日時及び場所（指名競争入札の場合は通知書に記載）に本人が出

席して行うことを原則としています。しかし、委任状が提出された場合は代理人が出席して行

うことも差し支えありません。なお、入札を辞退した者、入札に全く関係のない者（第三者等）

の出席は認めません。 

また、公告により書留郵便での入札の場合がありますが、この場合は所定の期日までに到着

することを要件とし、期日までに到着しない場合はその入札は無効とします。なお、郵便入札



の場合の入札書記載の日付は、原則、開札日とします。 

電子入札の場合は入札書受付開始日時から入札書提出締切日時までに電子入札システムに

より、入札書を提出してください。 

(2) 入札の無効（次のような場合の入札は無効とします。） 

① 法令及び大津市契約規則等に違反したとき 

② 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

③ 入札金額を訂正した入札 

④ 入札に関する条件に違反した入札 

（ア）委任状を提出しない代理人の入札 

（イ）郵便入札は認めないとした場合にかかわらず郵送された入札 

（ウ）郵便入札は認めたが、所定の場所に所定の日時までに到達しない入札 

（エ）入札書に記名押印のない入札（電子入札による場合は除く）又は誤字、脱字等により意

思表示が不明確である入札 

（オ）入札事項を表示せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札 

（カ）総額について落札者を決定すべき旨を告げて入札に付した場合において、当該予定価格

を超える金額で入札したとき 

（キ）同一人が同一事項に対して 2 通以上の入札をしたとき 

（ク）他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者の入札 

 

⑤ 無効の入札 

以上の理由に基づく無効入札があった場合に、1 番札が無効の場合は 2 番札を、1 番札、 

2 番札がともに無効の場合は 3 番札を落札者とする。 

(3) 入札の書き換え、引き換え、撤回の禁止 

入札書を提出した後における書き換え、引き換え又は撤回はできないものとします。この場

合の提出した時とは、入札書を持参する場合は、入札書を入れるべき入札箱に投函した時、郵

送の場合は入札執行者がこれを受付した時、電子入札の場合は入札書提出を行い正常に送信が

完了した時、電子入札時の紙による入札書提出の場合は提出書類が受付られた時とします。 

(4) 工事及び工事に係る委託業務における入札の質問・回答について 

工事及び工事に係る委託業務（電子入札により入札執行する案件）における入札に関する質

問・回答は、大津市入札情報公開システム内で回答します。（質問書は、大津市入札情報公開シ

ステム内の各発注情報の添付ファイルにあります。また、質問書は E-mail により送信（送信後、

送信した旨、要電話）してください。） 

E-mail アドレス（nyusatsukeiyaku_renrakuyo@city.otsu.lg.jp） 

 

11.入札の成立について 

一般競争入札においては競争入札に付する工事等の概要等を示した公告を行い、広く応札者を

募る方式であり、指名競争入札は競争に付する工事の規模、技術的適性等を考慮して発注者が指

名業者を選定して競争入札を行う方式です。このため、一般競争入札については初回入札で応札

者が 1 者であっても競争性は確保されていると判断し、その応札者の入札は有効と認め入札価格

が予定価格を下回っていれば落札者とします。 

これに対して、指名競争入札の場合は初回入札で指名業者が入札辞退等により応札者が 1 者と

なったとき、その入札は不成立となります。 

mailto:nyusatsukeiyaku_renrakuyo@city.otsu.lg.jp


12.入札不調により同案件を同条件で募集する際の指名対象業者の取り扱いについて 

受注希望型指名競争入札において、３者以上に指名通知をしたものの、応札者が１者以下であ

った場合は、大津市契約規則第１６条の２の規定により、当該入札は成立せず不調とします。 

また、同案件を同条件で再度募集をする際には、募集要件を見直すことにより対象業者を変更

し、指名替えをすることとします。なお、不調となった入札において応札のあった者（失格者を

除く。）については、再度の募集時の要件に関わらず、応札の希望がある場合、指名対象に含むこ

ととします。 

  なお、不調となった案件を一般競争入札で行う場合は、一般競争入札の求める要件を満たす  

者を参加資格者とします。 

 

13.再度の入札 

(1) 再度の入札の要件 

開札の結果、入札参加者の入札価格のうち、予定価格の範囲内に達した価格の入札がないと

きは、再度の入札に付することとします。 

ただし、指名競争入札の場合、無効又は失格を除き再入札予定者が１者以下になったときは、

再度の入札は行わないものとします。 

 

(2) 再度の入札の実施 

① 建設工事、工事に係る委託業務及び役務契約の入札執行回数は３回までとします。 

② 第１回目の入札が郵便入札の場合は再度の入札についても郵便入札によります。 

③ 再度の入札の実施は、原則次回の入札日とします。 

④ 再度の入札に付す場合、対象者に対して速やかに再入札通知書にて通知しますので、期日

までに電子入札システム（１回目の入札で紙入札の場合は、再度の入札も紙入札）にて手続

きを行ってください。 

⑤ 再度の入札をしても落札者がない場合は、再度の入札の手続に準じて第 3 回目（最終）の

入札を執行します。 

⑥ 指名競争入札の場合、再度の入札（第 2 回目）で応札者が 1 者の場合は入札を打ち切りま

す。また、再度の入札ののち、第 3 回目の入札で応札者が 1 者の場合は入札を打ち切ります。

但し、応札した 1 者と随意契約に移行する場合があります。 

（※随意契約に移行した場合は、あらためて見積書を徴収し、予定価格の範囲内において

のみ随意契約することとします。） 

なお、一般競争入札の場合は、1 者の入札でもそのまま入札執行することとします。 

 

14.同価入札に対する落札者の決定方法 

落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定

します。くじを引く順番については当事者間の了解を得て決定します。 

同価入札はくじを引く義務を有するものであり、落札者の決定においては辞退をすることはで

きません。くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員に代わりにくじを引

かせることとします。 

電子入札による入札の場合は、電子くじにより落札者を決定します。 

  物品購入及び役務契約の郵便入札の場合は、別に定める「くじによる落札決定の方法（郵便入

札方式用）」により、くじ（抽選）で落札者を決定します。 



15.競争入札における見積内訳書の提出について 

(1) 建設工事、工事に係る委託業務及び役務契約の入札については、入札金額の根拠資料となる

「見積内訳書」の提出を義務付けています。 

入札室にて紙入札を行う場合は入札書の投函前（委任状を求める際と同時）に、郵便入札

の場合は入札書と一緒に郵送により、電子入札の場合は入札書提出時に添付ファイルとして、

電子入札時の紙入札による場合は入札書と一緒の封筒に入れて提出してください。 

なお、建設工事、工事に係る委託業務については「見積内訳書の金額」と「入札書記載の

金額」が同一である必要がありますので注意してください。 

また、役務契約についても、「見積内訳書の金額」と「入札書記載の金額」は同一である

必要があります。また、見積内訳書未提出の場合は入札に参加することができません。 

(2) 役務契約については、「見積内訳書」の表紙は、原則、本市がホームページに掲載している様

式を使用し、添付する内訳表（必ず添付してください。）は可能な限り金抜設計書の様式を活用

してください。 

建設工事、工事に係る委託業務については、別途公表している「入札にかかる見積内訳書の

取り扱いについて（大津市企業局発注分）」のとおりとします。 

 

なお、内訳書記載内容が金抜設計書と同等以上であれば、独自で作成された様式を使用して

も差し支えありません。また、建設工事については、金抜設計書に基づき、原則、積算体系の

中の「工種」以上を記載してください。工事に係る委託業務及び役務契約については、一式計

上ではなく、内訳書相当までを記載してください。 

(3) 提出された「見積内訳書」は、その内容が標準的な積算と比較して大幅に異なっている場合

等には、内容の説明を求めることがあります。 

(4) 提出された「見積内訳書」は、次のとおり取り扱います。 

① 提出された後の返却はいたしません。 

② 提出されたものは、入札関係書類（公文書扱い）として保管し情報公開の対象となります。 

③ 提出されたものの引換え、変更又は撤回（取消）は認めません。 

④ 提出されたものは、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合があります。 

(5) 役務契約について、次に該当する入札参加者の入札行為は、無効の取扱いとなります。 

未提出の場合 見積内訳書が提出されていない場合 

未提出であると

認められる場合 

見積内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 

見積内訳書と無関係な書類である場合 

見積内訳書に押印が欠けている場合 

（電子入札システムにより提出する場合、又は押印省略の要件を満たす場合は除く。） 

積算した数量、単価、又は金額が不明である場合 

他の案件に係る見積内訳書である場合 

※基本項目（日付、所在地、代表者氏名・商号、委託業務名、委託業務場所等）の誤字、

脱字、記載漏れは無効の取扱いとなる場合がありますのでご注意ください。 

※建設工事、工事に係る委託業務については、別途公表しております「入札にかかる見積

内訳書の取り扱いについて（大津市企業局発注分）」のとおりとします。 

  

 



16.入札・契約に係る過程等の情報公表 

建設工事、工事に係る委託業務、役務の提供に係る契約、物品契約に関し入札に付したものは、

結果を建設工事及び工事に係る委託業務は大津市電子入札システムの入札情報公開システムで、

役務の提供に係る契約及び物品契約は大津市企業局のホームページで公表しています。 

随意契約は、予定価格が 130 万円を超える建設工事と 50 万円を超える工事に係る委託契約と

役務の提供に係る契約、80 万円を超える物品契約について見積結果を公表しています。 

 

 

17.建設工事の下請業者の社会保険等未加入対策について 

社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の加入または適用除外であることを入札参

加申請の登録要件とし、建設工事の受注者（元請業者）及び元請業者が直接締結する下請契約の

相手方（一次下請業者）について適用することにより、社会保険等の未加入対策を実施していま

す。 

社会保険等の加入義務があるにもかかわらず、加入していない者を一次下請業者としてはなら

ないことを工事請負契約書に明記し、契約違反があれば、元請業者と下請業者ともに期間を定め

て指名競争入札の参加資格を停止する措置を取ります。 

 

 

18.入札にかかる見積内訳書の取り扱いについて 

大津市企業局の建設工事、測量及び建設コンサルタント等委託業務の入札については、「公共工

事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び同法に基づき作成された「公共工事の入札

及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づくとともに、従前から見積内訳書の提

出を義務付けております。 

入札の公平性及び透明性を確保するため、市長部局に準じて「入札にかかる見積内訳書の取り

扱いについて」を定め、令和 4 年 6 月 1 日以降の一般競争入札公告及び指名競争入札通知に係る

入札から適用しています。 

  よって、金抜き設計書等を示している場合は、原則示している項目の全てが必要としています。 

   

 

19.見積書等への押印省略について 

 大津市企業局では見積書等に押印を求めていましたが、令和 4 年 4 月 1 日から「発行責任者及

び担当者」の氏名連絡先を明記していただくことにより、見積書等への押印を省略（法令、条例、

規則又は要綱等の規定により押印を求めている見積書等を除きます。）することができるとしてい

ます。 

 また、当該明記をしていただき、押印を省略した見積書等の提出方法につきましては、法令、

条例、規則又は要綱等の規定により押印を求めている見積書等を除き、電子メール、ファックス、

郵送、持参を問わないこととしています。ただし、電子メールによる提出の場合は、真正性確保

の観点からＰＤＦ形式の添付ファイルでの提出をお願いいたします。（電子入札においては、入札

書提出時に電子入札システムにより提出してください。） 

 なお、従来の押印による見積書等の提出を望まれる場合、従来どおりの方法での対応を継続い

たします。 

 



20. 担当（お問い合わせ先） 

大津市企業局企業総務部契約管財課（電話 077-528-2614） 

入札に関する質問及び入札・契約に係る連絡用の E-mail アドレス 

（nyusatsukeiyaku_renrakuyo@city.otsu.lg.jp） 

               ※送信した旨を電話で連絡してください。 

開庁時間及び当課窓口の対応時間：9 時から 17 時 
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